
                             

 

 

 

 

まん延防止等重点措置区域解除に伴う市の方針について 

 

２月 20 日まで延長されている沖縄県のまん延防止重点措置区域指定か

ら、本日２月７日より宮古島市は解除されました。県内において、いち早

くまん延防止措置が解除されたことについては、市民の皆様の感染防止に

対する取り組みの賜であり、特に医療機関における３回目のワクチン接種

を早期に進めて頂いたことが功を奏したものと考えております。あらため

て心から感謝申し上げます。 

 しかし、連日二桁台の陽性が確認されており、再び感染増加に転じる懸念もあ

ることから、引き続き感染対策の徹底を市民の皆様にお願いしたいと思います。 

 

１ 来週には旧十六日祭がありますが、これまでと同様「体調不良時は参加しな 

い、参加させない」を徹底し、親族等大勢での飲食はできる限り控えて頂きま 

すようお願いします。 

 

２ 不要不急の来島につきましては、引き続き自粛していただきますようお願 

いします。やむを得ず来島する場合は、体調管理と事前の PCR検査で陰性を 

確認して下さい。市民の皆様も渡航する場合は空港 PCR検査等の受検をお願 

いします。 

 

３ 体調に不安がある場合は人との接触を避けて、PCR検査や抗原検査を受けて 

下さい。臨時 PCR検査場は旧下地庁舎で継続実施しています。また島内の民 

間検査機関もご利用下さい。 

 

４ 飲食店舗における営業時間短縮の要請が解除され、経済活動が再開される 

ことは喜ばしいことではありますが、事業所の皆様におかれましては、これま 

で同様、感染対策にご協力下さい。また市民の皆様も、感染対策を徹底してい 

る店舗を利用するとともに、引き続き大人数・深夜までの飲食は控えて下さる 

ようお願いします。 

 

５ 市公共施設については、利用制限のあった図書館や体育館について利用制
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限を解除します。マスクの着用や手指消毒を徹底し、密にならないよう感染対

策に留意しながらご利用下さい。 

 学校においては、心待ちにしていた部活動も再開されます。毎日の体調管理を

しっかり行いながら実施をお願いします。 

 

６ 宮古島市では、個別医療機関のご協力により３回目のワクチン接種対象者

の接種率はすでに 40％に達しているところですが、早期の集団免疫獲得のた

め、当初の集団接種スケジュールを前倒ししています。集団接種においては予

約に空きがある状況ですので、接種券が届き次第早めの接種をお願いします。 

 

７ 陽性者数は減少してきていますが、重症化しやすい高齢者及び、学校や保育

園等で集団生活を過ごす子ども達の感染が続いています。病床の逼迫や、集団

生活の場からの感染再拡大により、再び「まん延防止等重点措置」が出される

ことのないよう、市民の皆様には、家庭内や学校、職場等においても引き続き

感染対策へのご協力を宜しくお願いします。 

 

 


